
 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 3 日 

 水管理・国土保全局河川計画課 

河川環境課 

河川の観測機器の機能強化により氾濫通報制度等の運用を支援 

～簡易型河川監視カメラ・危機管理型水位計の仕様・手引きを整備～ 

 今般、危機管理型水位計と簡易型河川監視カメラについて、それぞれの機器仕様

書（標準案）と手引き（案）を作成・改定しました。 

 今後、これに基づき設置・更新する機器については、これまでよりも機能強化（①

夜間視認性の向上：カメラ、②観測精度の向上：水位計、③サイバーセキュリティの

向上：主にカメラ）が図られます。 

 機器仕様書（標準案）及び手引き（案）を国のみならず、河川管理を担う都道府県

等へ共有することで、これら機能を備えた観測機器の設置が進むことにより、氾濫

通報制度の適切な運用や、河川氾濫により浸水が想定される地域の方々や水防関係

者等の安全の確保が図られることが期待されます。 

○ 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律が成立し、令和７年 12 月 12 日に公布さ

れ、河川管理者等が氾濫が差し迫った状況を水防関係者に通報する制度が創設されまし

た。（水防法第 24 条の２関係） 

○ 国土交通省は、簡易型河川監視カメラ及び危機管理型水位計のメーカー並びに設置業者

と調達仕様書の改定内容について対話を行い、仕様書の改定案をとりまとめました。 

○ あわせて、河川管理者が容易に監視機器を調達できるよう「簡易型河川監視カメラ設置

の手引き（案）」の作成、及び「危機管理型水位計設置の手引き（案）」の改定を行い

ました。 

○ これにより、簡易型河川監視カメラの夜間視認性の向上やセキュリティ向上、危機管理

型水位計の精度向上などの機能強化を図ってまいります。 

○ 今後、目視等で確認した確度の高い情報として通報することができるよう簡易型河川監

視カメラ、危機管理型水位計の設置が進むことにより、住民や水防関係者等の安全の確

保が図られることが期待されます。 

※機器仕様書（標準案）、手引き（案）は下記 HP をご参照ください 

https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html 

【問合せ先】 

水管理・国土保全局 河川計画課 河川情報企画室 

企画専門官 成島
なるしま

、流域情報分析企画係 香川
か が わ

、河川情報係 柴田
し ば た

 

   代表：03-5253-8111（内線35-392、35-394、35-396）、直通:03-5253-8446 

 水管理・国土保全局 河川環境課 河川保全企画室 

  企画専門官 内田
う ち だ

、河川管理係長 田村
た む ら

 

   代表：03-5253-8111（内線 35-462、35-465）、直通 03-5253-8448 

https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html

